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は じ め に

 北九州市では、これまでさまざまな人権課題の解決に向けて、関係法令や計

画等に基づいて積極的に施策を推進してきました。

 本市に暮らし、学び、働き、集うすべての人の人権が尊重され、人権が侵害

されることのない社会、誰もが生きる喜びを実感し、平和で心豊かに暮らすこ

とのできる社会を実現するため、本市では市民一人ひとりが人権尊重の精神を

正しく身に付け、人権を尊重することが市民の日常生活の中で当たり前の行動

として自然に現すことのできる「人権文化のまちづくり」を推進しています。

 「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」を踏まえた本市の人権教育・

人権啓発の総合的な推進を図るための指針として、また、平成１４年２月に策

定した「北九州市人権・同和行政の基本方針」の中で、本市が目指すこととし

た「人権を尊重したまちづくり」を実現するための理念や基本的な考え方、施

策の方向性を定めた指針として、平成１７年１１月に「北九州市人権行政指針」

を策定しました。

さらに、平成２０年１２月に策定した「北九州市基本構想・基本計画」には、

すべての市民が人権を尊重され、自分らしく暮らせるまちづくりを進めるため

の取組みの方針と主要施策を盛り込みました。

 なお、「北九州市人権行政指針」は、国内外の状況や本市の取組みの変化を踏

まえ、平成２９年１０月に第１次改訂、令和２年１０月に第２次改訂を行いま

した。

本書は「北九州市人権行政指針 第２次改訂版」の第１編第３章及び第４章に

掲げた２３の項目ごとの「施策の方向性」に沿った事業について、令和３年度

までの取組みの実施状況と令和４年度の実施内容について取りまとめたもので

す。

令和４年１０月



事業の掲載ページ内「④実施期間」について

・現時点で、事業終了年度が確定していない事業については、事業の開始年度

のみを記載しています。（例：平成２７年度～）

・北九州市人権行政指針の作成以前から長期にわたる事業、また統合した事業

など、事業開始年度を確定できない場合は、空欄としています。
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施策の方向性 事業名 所管局 掲載頁

全庁的に取り組むための「北九州市人権
施策推進本部」の運営

北九州市人権施策推進本部の運営 保健福祉局 2

第2次北九州市いきいき長寿プラン 保健福祉局 3

「北九州市の地域福祉計画」の推進 保健福祉局 4

北九州市障害者支援計画 保健福祉局 5

北九州市基本構想・基本計画の推進 企画調整局 6

元気発進！子どもプラン（第3次計画）（北九州
市次世代育成行動計画・北九州市子ども・子育て
支援事業計画）【令和2～6年度】の推進

子ども家庭局 7

北九州市男女共同参画基本計画 総務局 8

北九州市自治基本条例の推進 総務局 9

北九州市地域防災計画 危機管理室 10

市民、地域、企業等と北九州市とが連
携、協働した取組みの推進

北九州市人権問題啓発推進協議会への支援 保健福祉局 11

タウンミーティング 広報室 13

市民意見提出手続
（パブリックコメント制度）

広報室 14

バリアフリーのまちづくり 建設局 15

地域に役立つ公園づくり事業 建設局 16

「人権文化のまちづくり」に関する効果
的な市政情報等の提供

人権の約束事運動の推進 保健福祉局 17

人権の約束事運動の推進（再掲） 保健福祉局 18

ESD推進事業 環境局 19

自助グループ（セルフヘルプ・グループ）の
支援

保健福祉局 20

人権の約束事運動推進活動支援事業 保健福祉局 21

ボランティア活動促進事業 保健福祉局 22

人権文化のまちづくり活動等事業補助 保健福祉局 23

地域総括補助金 市民文化スポーツ局 24

NPO・市民活動促進事業 市民文化スポーツ局 25

「人権の約束事運動『ほっとハート北九
州』推進協議会」と協働した「人権の約
束事運動」の推進

人権の約束事運動の推進（再掲） 保健福祉局 27

「人権の約束事運動」への参加促進およ
び内容の充実

人権の約束事運動の推進（再掲） 保健福祉局 28

社会福祉施設従事者研修（保育所職員）事業
等

子ども家庭局 30

職場研修（人権研修） 総務局 31

階層別研修 総務局 32

同和対策課・地域交流センター職員の資質向
上

保健福祉局 33

児童・生徒の自殺予防のための教員等向け研
修

保健福祉局 34

ゲートキーパー養成研修の実施 保健福祉局 35

市民センター館長研修会 市民文化スポーツ局 36

管理監督者人権研修 総務局 37

北九州市人権行政指針関係事業の概要 保健福祉局 39

第８期北九州市人権施策審議会 保健福祉局 40

          　　　　「北九州市人権行政指針関係事業の概要」(令和４年度版）掲載事業一覧表　　　　　　　　

推進のための取組み

第３章

2ー(1)
行政総体で取り組む
「人権文化のまちづくり」

市が策定するすべての計画における、本
指針の「理念」や「基本的な視点」の尊
重

2ー(2)
市民参加・市民参画の促進

事業計画段階からの市民参加、市民参画
機会の確保

市民活動団体と連携、協働する「人権文
化のまちづくり」の推進

地域における人権を尊重したまちづくり
活動への支援

2ー(3)
「人権の約束事運動」の推進

2ー(4)
人権感覚に優れた職員の育成

参加型や体験型研修など効果的な研修の
推進

効果的な職場研修の推進

2ー(5）
行政施策の評価と検証

人権尊重の視点に立った行政施策の評
価・検証



施策の方向性 事業名 所管局 掲載頁

          　　　　「北九州市人権行政指針関係事業の概要」(令和４年度版）掲載事業一覧表　　　　　　　　

推進のための取組み

ふれあいフェスタの開催 保健福祉局 42

人権啓発活動ネットワーク協議会 保健福祉局 43

人権啓発マッチ 保健福祉局 44

いのちをつなぐネットワーク事業 保健福祉局 45

地区民生委員児童委員協議会会長研修会 保健福祉局 46

地域包括支援センター運営事業 保健福祉局 47

北九州市障害者差別解消支援地域協議会の開
催

保健福祉局 48

北九州市自殺対策連絡会議及び自殺対策庁内
連絡会議の開催

保健福祉局 49

児童虐待防止啓発推進事業 子ども家庭局 50

人権週間に伴う啓発行事 保健福祉局 51

法務局・法テラスとの情報交換等による連携
強化

保健福祉局 52

地域交流センターと市民センターとが連携・
協働した人権啓発事業

保健福祉局 53

自助グループ（セルフヘルプ・グループ）の
支援(再掲)

保健福祉局 54

人権啓発活動ネットワーク協議会（再掲） 保健福祉局 55

児童虐待防止医療ネットワーク 子ども家庭局 56

人権相談 保健福祉局 58

法務局・法テラスとの情報交換等による連携
強化（再掲）

保健福祉局 59

北九州市パートナーシップ宣誓制度 保健福祉局 60

北九州市保健福祉オンブズパーソン事業 保健福祉局 61

障害者差別解消相談コーナーの設置・運営 保健福祉局 62

法律人権相談 広報室 63

北九州市配偶者暴力相談支援センター事業 子ども家庭局 64

子ども・家庭相談コーナー運営事業 子ども家庭局 65

相談窓口職員の資質向上
同和対策課・地域交流センター職員の資質向
上（再掲）

保健福祉局 66

法務局・法テラスとの情報交換等による連携
強化（再掲）

保健福祉局 67

高齢者の虐待防止事業 保健福祉局 68

障害者差別解消相談コーナーの設置・運営
（再掲）

保健福祉局 69

24時間子ども相談ホットライン事業 子ども家庭局 70

北九州市立男女共同参画センター（ムーブ）
における相談事業

総務局 71

市民活動団体等との連携による人権相談
機能の充実

外国人市民への相談体制の充実 企画調整局 72

北九州市人権問題啓発推進協議会や企業
内同和問題研修推進委員会等との連携に
よる人権に配慮した取組みへの支援

北九州市人権問題啓発推進協議会への支援
（再掲）

保健福祉局 74

人権啓発資料や講師情報の提供など職場
研修等への支援

人権推進センター人権文化推進課の図書・ビ
デオライブラリーの整備・充実

保健福祉局 75

北九州市人権問題啓発推進協議会への支援
（再掲）

保健福祉局 76

人権週間に伴う啓発行事（再掲） 保健福祉局 78

法務局・法テラスとの情報交換等による連携
強化（再掲）

保健福祉局 79

2ー(8)
人権に配慮した取組みを進め
るための企業への支援

該当事業なし

企業等が効果的に人権啓発活動に取り組
むための支援

2ー(9)
地域の拠点機能の充実

地域の団体・機関等との連携、協働によ
る人権を尊重したまちづくり事業の充実
（再掲）

第３章

2ー(6)
人権のネットワークの充実

国、県等の行政機関、人権擁護委員、民
生委員・児童委員、地域、企業、市民活
動団体等と連携・協働する事業の促進

地域の団体・機関等との連携、協働によ
る人権を尊重したまちづくり事業の充実

ネットワークを活用した人権に関する情
報の効果的な提供

2ー(7)
人権に関する相談・支援機能
の充実

関係機関との連携による相談機能の充実

相談窓口のネットワークを活用した人権
侵害の実情や傾向の把握による施策の充
実



施策の方向性 事業名 所管局 掲載頁

          　　　　「北九州市人権行政指針関係事業の概要」(令和４年度版）掲載事業一覧表　　　　　　　　

推進のための取組み

地域包括支援センター運営事業（再掲） 保健福祉局 80

地域交流センターと市民センターとが連携・
協働した人権啓発事業（再掲）

保健福祉局 81

自助グループ（セルフヘルプ・グループ）の
支援(再掲)

保健福祉局 82

研修の充実による職員の資質向上 市民センター館長研修会(再掲) 市民文化スポーツ局 83

人権の約束事運動推進活動支援事業（再掲） 保健福祉局 84

ボランティア活動促進事業(再掲） 保健福祉局 85

人権文化のまちづくり活動等事業補助（再
掲）

保健福祉局 86

地域総括補助金（再掲） 市民文化スポーツ局 87

NPO・市民活動促進事業（再掲） 市民文化スポーツ局 88

地域における、地域交流センターと市民
センターの連携強化

地域交流センターと市民センターとが連携・
協働した人権啓発事業（再掲）

保健福祉局 89

安全で楽しく学べる環境づくり スクールヘルパーの配置 教育委員会 91

個に応じた指導の充実 学校支援のための講師等配置事業 教育委員会 92

児童・生徒の自殺予防のための教員等向け研
修(再掲)

保健福祉局 93

いじめ防止に向けた取組 教育委員会 94～95

学校への支援体制 教育委員会 96～97

スクールソーシャルワーカー活用事業 教育委員会 98

スクールカウンセラー活用事業 教育委員会 99

特別支援教育相談支援事業 教育委員会 100～101

学校の人権教育の目標・計画を明確に
し、学校全体で人権教育に取り組むため
の体制の整備

人権教育推進事業（目的設定・指導計画） 教育委員会 102

人権教育推進事業（サークル研究助成） 教育委員会 104

心の教育推進事業 教育委員会 105

人権教育推進事業（副読本/資料集等を活用し
た人権教育の実践)

教育委員会 106

副読本・教材の効果的な活用 教育委員会 107

教職員人権教育研究等推進事業 教育委員会 108

男女共同参画副読本の活用事業 総務局 109

児童・生徒の自殺予防のための教員等向け研
修(再掲)

保健福祉局 111

教職員人権教育研修 教育委員会 112

人権教育推進事業（学校の人権教育研究推
進、教職員研修派遣）

教育委員会 113

学校におけるハラスメント防止対策事業 教育委員会 114

学校開放週間 教育委員会 116

スクールヘルパーの配置（再掲） 教育委員会 117

家庭・地域・学校パートナーシップ事業
市民文化スポーツ局

教育委員会 118

中学校区人権教育研究推進協議会 教育委員会 119

「北九州市子どもを育てる１０か条」普及促
進事業

教育委員会 120

「人権の約束事運動」の推進 教育委員会 121

第３章
2ー(9)
地域の拠点機能の充実

地域の団体・機関等との連携、協働によ
る人権を尊重したまちづくり事業の充実
（再掲）

地域における、人権を尊重したまちづく
り活動への支援（再掲）

第４章

2ー(1)ー①ーア
人権尊重を基本とした学校運
営の推進

教育相談など支援を必要とする子どもや
家庭への対応の充実

2ー(1)ー①ーイ
指導方法・教材の改善と充実

確かな人権感覚を身に付けさせるための
指導方法の工夫と教材の改善・充実

2ー(1)ー①－ウ
人権感覚に優れた教職員の育
成

職務に応じた教職員研修の充実

実践力を高めるための効果的な研修や研
修機会の拡充

2ー(1)ー①－エ
地域・家庭との連携

地域・家庭・学校の連携による人権教育
の推進

「北九州市子どもを育てる１０か条」
「人権の約束事運動」などの市民運動へ
の参加



施策の方向性 事業名 所管局 掲載頁

          　　　　「北九州市人権行政指針関係事業の概要」(令和４年度版）掲載事業一覧表　　　　　　　　

推進のための取組み

特別支援教育推進事業 教育委員会 122

学校における交流及び共同学習を通じた障害
者理解（心のバリアフリー）の推進事業

教育委員会 123

地域研修 教育委員会 125

北九州市民カレッジ 市民文化スポーツ局 126

企業研修 教育委員会 127

人権学習講座 教育委員会 128

ESD推進事業（再掲） 環境局 129

夜間学級運営補助事業 教育委員会 130

市民・学校・企業との連携による教材・教
具・作品づくり事業

教育委員会 131

生涯学習推進コーディネーター配置事業 市民文化スポーツ局 132

ふれあいフェスタの開催（再掲） 保健福祉局 134

自助グループ（セルフヘルプ・グループ）の
支援(再掲)

保健福祉局 135

やさしい精神保健福祉講座の開催 保健福祉局 136

心の教育推進事業（再掲） 教育委員会 137

青少年ボランティアステーション推進事業 子ども家庭局 138

地域・家庭の教育力向上の取組みの推進
家庭・地域・学校パートナーシップ事業（再
掲）

市民文化スポーツ局
教育委員会 139

ESD推進事業（再掲） 環境局 141

ゲートキーパー養成研修の実施(再掲) 保健福祉局 142

啓発指導者養成、啓発資料の作成・提供 教育委員会 143

成人教育（ＰＴＡ指導者研修会） 教育委員会 144

市民センター館長研修会(再掲) 市民文化スポーツ局 145

北九州市女性リーダー国内研修事業 市民文化スポーツ局 146

人権啓発推進者養成講座等の実施 保健福祉局 147

ふれあいフェスタの開催（再掲） 保健福祉局 149

人権週間に伴う啓発行事（再掲） 保健福祉局 150

人権啓発マッチ（再掲） 保健福祉局 151

同和問題啓発強調月間行事の実施 保健福祉局 152

人権問題に対応した啓発活動の実施 保健福祉局 153

人にやさしいまちづくりの推進 保健福祉局 154

こころのバリアフリー啓発事業（障害のある
人の人権啓発事業）

保健福祉局 155

障害者差別解消・共生社会推進事業（障害及
び障害者理解の推進）

保健福祉局 156

障害者週間啓発事業 保健福祉局 157

自助グループ（セルフヘルプ・グループ）の
支援(再掲)

保健福祉局 158

やさしい精神保健福祉講座の開催(再掲) 保健福祉局 159

人権推進センター人権文化推進課の図書・ビ
デオライブラリーの整備・充実（再掲）

保健福祉局 160

人権啓発モニター 保健福祉局 161
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2ー(1)ー①－エ
地域・家庭との連携

学校間・校種間連携による継続的な人権
教育の推進

2ー(1)ー②ーア
学習サイクルの確立と実践活
動の場の創出

学習成果が実践活動に生かされる学習体
系の整備

多様な手法を用いた学習プログラムの提
供

市民活動団体との連携・協働による多様
な学習機会や実践活動の場の提供

2ー(1)ー②ーイ
地域交流活動の促進

市民の主体的な活動の支援

地域活動等への青少年の参加促進

2ー(1)ー②ーウ
指導者の育成

社会教育関係団体等の指導者や市民セン
ター館長等に対する研修の充実や情報提
供、相談体制の充実

2ー(2)ー①
啓発活動の充実・推進

参加型・体験型手法の導入など人権に関
する市民の理解を促進する啓発の推進

市民ニーズや事業効果の把握



施策の方向性 事業名 所管局 掲載頁

          　　　　「北九州市人権行政指針関係事業の概要」(令和４年度版）掲載事業一覧表　　　　　　　　

推進のための取組み

人権啓発情報紙「いのち あい こころ」の制
作・配布

保健福祉局 162

インターネットによる人権啓発事業の紹介 保健福祉局 163

市政だより　人権特集記事の制作 保健福祉局 164

視聴覚教材の制作・放送、ＣＭの制作・放送 保健福祉局 165

市政だより、市政テレビ、ＳＮＳ等での啓発 広報室 166

新型コロナウイルス感染症対策広報事業 総務局 167

市民が積極的に人権啓発活動に取り組む
ための支援

人権推進センター人権文化推進課の図書・ビ
デオライブラリーの整備・充実（再掲）

保健福祉局 168

人権啓発推進者の組織化（ネットワーク
化）等による人権啓発活動の充実

人権啓発推進者養成講座等の実施（再掲） 保健福祉局 170

人権啓発推進者養成講座等の実施（再掲） 保健福祉局 171

やさしい精神保健福祉講座の開催(再掲) 保健福祉局 172

ゲートキーパー養成研修の実施(再掲) 保健福祉局 173

自殺対策出前講座の実施 保健福祉局 174

人権啓発推進者養成講座等の実施（再掲） 保健福祉局 175

同和対策課・地域交流センター職員の資質向
上（再掲）

保健福祉局 176

地域の人権啓発の核となる人権啓発コー
ディネーターの育成

人権啓発推進者養成講座等の実施（再掲） 保健福祉局 177

地域交流センターや市民センターにおけ
る学ぶ機会の拡充

地域交流センター人権啓発事業及び地域交流
事業

保健福祉局 179

人権啓発推進者や人権啓発コーディネー
ターによる家庭、学校、地域、職域等で
の学ぶ機会の拡充

人権啓発推進者養成講座等の実施（再掲） 保健福祉局 180

市民ニーズや地域の実情に応じた啓発活
動への支援

人権啓発モニター（再掲） 保健福祉局 181

人権推進センター人権文化推進課の図書・ビ
デオライブラリーの整備・充実（再掲）

保健福祉局 182

ゲートキーパー養成研修の実施(再掲) 保健福祉局 183

自殺対策出前講座の実施(再掲) 保健福祉局 184

企業研修を充実させるための人権啓発推
進者の養成支援

人権啓発推進者養成講座等の実施（再掲） 保健福祉局 186

講師情報や啓発資料・教材等の提供など
人権研修への支援

人権推進センター人権文化推進課の図書・ビ
デオライブラリーの整備・充実（再掲）

保健福祉局 187

企業等が効果的に人権啓発活動に取り組
むための支援（再掲）

北九州市人権問題啓発推進協議会への支援
（再掲）

保健福祉局 188

ふれあいフェスタの開催（再掲） 保健福祉局 190

自助グループ（セルフヘルプ・グループ）の
支援(再掲)

保健福祉局 191

人権推進センター人権文化推進課の図書・ビ
デオライブラリーの整備・充実（再掲）

保健福祉局 192

ふれあいフェスタの開催（再掲） 保健福祉局 193

人権啓発マッチ（再掲） 保健福祉局 194

「人権問題に関する市民意識調査」の実施 保健福祉局 196

（公財）人権教育啓発推進センターからの人
権情報の収集

保健福祉局 197

市民ニーズや事業効果の把握（再掲） 人権啓発モニター（再掲） 保健福祉局 198

2ー(2)ー⑦
北九州市人権問題啓発推進協
議会の活動の充実

北九州市人権問題啓発推進協議会の組織
や活動の活性化に対する連携・支援

北九州市人権問題啓発推進協議会への支援
（再掲）

保健福祉局 200

2ー(2)ー⑥
調査・研究機能の充実

大学・研究機関等との連携による人権情
報の収集や啓発手法等の調査・研究
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2ー(2)ー①
啓発活動の充実・推進

人権情報の効果的な提供

2ー(2)ー②
人材育成の充実

広範な市民や市民活動団体への呼びかけ
など人権啓発推進者の裾野の拡大

地域交流センター等職員の人権啓発推進
者としての研修の充実

2ー(2)ー③
地域における啓発活動の推進

地域での人権学習への支援

2ー(2)ー④
企業の啓発活動への支援

2ー(2)ー⑤
人権啓発ネットワークの充実

市民活動団体等との連携による人権啓発
活動の充実

人権情報の交換や交流等市民活動の交流
を促進する機会と場の提供


